
〇 令和３年船員法改正の内容は、船員派遣関係にも一部適用される。

○ 派遣先は、派遣船員の労働時間の状況を把握する一次的な責任を負う。また、必要に応じて、派遣船

員に対し労務管理上の措置を講ずる必要がある。

〇 派遣元は、派遣船員の使用者として、原則、派遣先と同様の義務を負うが、労働時間の状況の把握義

務等については、派遣先が一次的な責任を負うため、課されていない。

○ 船員法改正による労務管理体制の変更

令和３年船員法改正では、船舶所有者に、

① 船員の労務管理を行う主たる事務所への労

務管理記録簿の備置義務（法第67条第１項）

② 労務管理記録簿作成のための船員の労働時

間の状況の把握義務 （法第67条第３項）

③ 労務管理記録簿等の管理を行う労務管理責

任者の選任義務 （法第67条の２第１項）

④ 労務管理責任者の意見等を勘案し、労務管

理上の措置を講ずる義務

（法第67条の２第２～３項）

⑤ 内航海運業者（オペレーター）への意見陳述

義務 （法第67条の２第４項）

等が課されました。

これらの義務は、船員の使用者である船舶所有

者に課されるものであり、そのままでは、派遣船員

の使用者である派遣元事業主のみが当該義務を

負うこととなります。

しかしながら、船員派遣において、派遣船員は、

派遣先の船舶所有者の指揮命令の下で派遣就労

を行うことから、労働時間の状況の把握や労務管

理上の措置については、派遣先においても実施す

る必要があります。

○ 令和３年船員職安法改正

船員法改正の内容を、船員派遣の実態に合わせ

て適用するために、船員職安法第89条が改正され、

主な船員法改正事項の適用関係は、次のとおり定

められました。

派遣元 派遣先

①労務管理記録簿の備置義務
（法第67条第1項）

〇
（派遣船員の労務管理記録簿を

備え置かなければならない。）

〇
（派遣船員の労務管理記録簿を
備え置かなければならない。）

②船員の労働時間の状況の把握義務
（法第67条第３項）

× 〇

③労務管理責任者の選任義務
（法第67条の２第１項）

〇
（使用者として

労務管理責任者の選任が必要。）

〇
（派遣船員の労務管理記録簿を

備え置くため、
労務管理責任者の選任が必要。）

④労務管理上の措置を講ずる義務
（法第67条の２第３項）

〇
（使用者として

労務管理上の措置が必要。）

〇
（派遣船員を自身の指揮命令下で

就労させることから、
労務管理上の措置が必要。）

⑤オペレーターへの意見陳述義務
（法第67条の２第４項）

×
（オペレーターと契約を

締結していないため、義務対象外。）

○
（オペレーターと契約を

締結しているため、義務対象。）

（派遣船員は派遣先の指揮命令下で就労するため、
派遣先が一次的な把握義務を負う。）
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注：本Ⅴ章においては、読みやすさの観点から、「派遣元事業主」→派遣元、
「派遣先の船舶所有者」→派遣先、と略して表記している箇所があります。

ポイント



○ 船員派遣における労務管理体制

船員派遣における労務管理体制の概要は、次の

図のとおりです。

派遣船員の労働時間の状況は、右の流れで、派

遣先の船舶所有者と派遣元事業主がそれぞれ把

握します。派遣先と派遣元は、把握した労働時間

の状況等を元に労務管理上の措置を講ずることと

なりますが、その際、両者が協力して措置を講ずる

ことが望まれます。

① 派遣先（船舶）における労働時間の記録

↓

② 派遣先における労務管理記録簿への記載

↓

③ 派遣先から派遣元への通知

↓

④ 派遣元の労務管理記録簿への記載

↓

⑤ （派遣先・派遣元）労務管理上の措置の実施
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＜船員派遣における労務管理の流れ＞

※ 船員派遣における通知制度（船員職安法第86条第３項）に変更はない。
派遣先においては、労務管理記録簿で管理する派遣船員の労働時間等の記録を派遣先管理台帳に転記し、

派遣元においては、派遣元管理台帳における労働時間の状況を労務管理記録簿に転記する必要がある。



○ 派遣先が負う義務

派遣先の船舶所有者は、派遣船員が自らの指

揮命令下で派遣就労を行うことから、通常の船舶

所有者と同様に、労働時間の状況の確認・把握や

管理を行う必要があります。

そのため、派遣先には、次の義務が課されてい

ます。

① 派遣船員の労務管理記録簿の作成・備置義務

派遣先は、所定の記載事項（規則第45条第

１項各号）が記載された派遣船員の労務管理

記録簿を作成し、船員の労務管理を行う主た

る事務所に、自ら雇用する船員の労務管理記

録簿とともに、備え置かなければならなりませ

ん（法第67条第１項、船員職安法第89条第１

項）。

ただし、有給休暇については、派遣元がその

付与義務を負っていますので、派遣先は、労

務管理記録簿に派遣船員の有給休暇に関す

る事項を記載する必要はありません（船員職

安法第89条第１項）。

② 派遣船員の労働時間の状況の把握義務

派遣先は、労務管理記録簿の作成に当たり、

派遣船員の労働時間の状況を把握する義務

を負っています（法第67条第３項、船員職安法

第89条第５項）。

この派遣船員の労働時間の状況は、自らが

雇い入れた船員と同様の方法（P47～58参照）

で把握する必要があります。

③ 労務管理責任者の選任義務

派遣先は、自らが選任した労務管理責任者

に、派遣船員の労務管理記録簿の作成・備置

きその他所定の労務管理に関する事項を管理

させなければなりません（法第67条の２第１項、

船員職安法第89条第２項）。

派遣船員の労務管理のために、通常の船員

の労務管理を行う労務管理責任者とは別に選

任をする必要はなく、当該労務管理責任者が

派遣船員に関する事項も管理すれば足ります。

（1） 派遣先における労働時間の確認・把握と管理

２．派遣先における労務管理等

ア 派遣先の船舶所有者における派遣船員の労働時間の確認・把握及び管理

(ｱ) 派遣先の船舶所有者は、所定の記載事項（規則第45条第１項各号）が記載された派遣船員の労
務管理記録簿を作成し、当該船舶所有者の船員の労務管理を行う主たる事務所に、自ら雇用する
船員の労務管理記録簿とともに、備え置かなければならない（法第67条第1項、船員職安法第89条
第1項）。

(ｲ) 派遣先の船舶所有者は、労務管理記録簿の作成に当たり、派遣船員の労働時間の状況を把握す
る義務を負っている（法第67条第３項、船員職安法第89条第５項）。そのため、当該船舶所有者
は、派遣船員の労務管理記録簿の作成に当たり、本ガイドラインで規定する自ら雇い入れた船員
と同様の方法により、派遣船員の労働時間の状況を把握しなければならない。

(ｳ) 派遣先の船舶所有者は、自らが選任した労務管理責任者に、派遣船員の労務管理記録簿の作
成・備置きその他所定の労務管理に関する事項を管理させなければならない（法第67条の２第１
項、船員職安法第89条第２項）。

【労務管理適正化ガイドライン５（1）［P14］】

＜派遣先における労務管理体制＞
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○ 派遣先の労務管理責任者による
労務管理上の措置に関する意見

派遣先の労務管理責任者は、派遣先の船舶所

有者に対して、派遣船員の労働時間等の状況に

鑑み、以下に掲げる労務管理上の措置に関する

意見を述べなりません。

▶ 労働時間の短縮

▶ 休日（停泊中の休日等）の付与

▶ 勤務時間の変更

▶ 作業の転換

▶ その他適切な措置

（法第67条の２第２項、船員職安法第89条第２項、

船員職安法規則第42条第１項）

この労務管理上の措置の内容は、派遣先自らが

雇い入れた船員に対するものに比べて限定されて

いますが、これは、派遣先と派遣船員との間には

船員雇用関係がなく、実施可能な措置が限定され

るためです。

なお、労務管理上の措置に関する意見を述べる

必要がある場合やその時期については、通常の

労務管理上の措置の場合と同じです（P65～68参

照）。

○ 派遣先による労務管理上の措置の実施

派遣先の船舶所有者は、労務管理責任者による

労務管理上の措置に関する意見を勘案し、その必

要があると認めるときは、当該派遣船員に対して

労務管理上の措置を講じなければなりません（法

第67条の２第３項、船員職安法第89条第２項）。

また、措置を講ずるに当たり、派遣船員が乗り組

む船舶の運航計画の作成・実施に関する事項に

変更等の必要がある場合には、運航管理を行う内

航海運業者（オペレーター）に対して、意見を述べ

なければなりません（法第67条の２第４項、船員職

安法第89条第５項）。

派遣先が講ずる労務管理上の措置や、オペレー

ターに対する意見については、通常の船員に対し

て労務管理上の措置を講ずる場合と同じです

（P65～68参照）。

○ 派遣元との協力体制

派遣船員に対して労務管理上の措置を講ずる必

要がある場合には、派遣船員の就労に関して問題

が生じていることが通常です。

このため、派遣先は、当該措置が派遣先のみで

講ずることができる場合には、当該措置を適時・適

切に講じた上で、派遣元に対して報告することが

望ましいです。

また、当該措置のために派遣元の協力が必要な

場合には、派遣先は、派遣元と必要な協議を実施

した上で、協力して措置を講ずる必要があります。

このような対応を実施するためにも、派遣先は、

日ごろから連絡を取り合うなど、派遣元との間に連

絡・協力体制を構築しておく必要があります。

（2） 派遣先が労務管理上の措置を講ずる義務等

イ 派遣先の船舶所有者が派遣船員に対し労務管理上の措置を講ずる義務等

(ｱ) 派遣先の労務管理責任者は、派遣先の船舶所有者に対して、当該派遣船員の労働時間等の状況
に鑑み、労働時間短縮や休日（停泊中の休日等）の付与、勤務時間の変更、作業の転換その他適
切な措置（以下「派遣先の労務管理上の措置」という。）に関する意見を述べなければならない
（法第67条の２第２項、船員職安法第89条第２項、船員職安法規則第42条第１項）。

(ｲ) 派遣先の船舶所有者は、当該意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該派遣船員に
対して派遣先の労務管理上の措置を講じなければならない（法第67条の２第３項、船員職安法第
89条第２項）。また、派遣先の船舶所有者は、派遣船員に対して当該措置を講ずるに当たり、当
該派遣船員が乗り組む船舶の運航計画の作成及び実施に関する事項に変更等の必要がある場合に
は、当該船舶の運航の管理を行う内航海運業者に対して、意見を述べなければならない（法第67
条の２第４項、船員職安法第89条第５項）。
なお、派遣先の船舶所有者は、当該措置が派遣先の船舶所有者のみで講ずることができる場合に

は、当該措置を適時・適切に講じた上で、派遣元事業主に対して報告することが望ましい。また、
当該措置を講ずるために派遣元事業主の協力が必要な場合には、派遣先の船舶所有者は、派遣元
事業主と必要な協議を実施した上で、協力して必要な措置を講ずる必要がある。

【労務管理適正化ガイドライン５（1）［P15］】
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○ 派遣元による労働時間の状況の把握

派遣元事業主は、派遣船員の労務管理記録簿

に労働時間等を記載しなければならないことから、

派遣船員の労働時間を把握・管理する必要があり

ます。しかし、派遣船員は、派遣先の指揮命令下

において就労しているため、派遣元がその労働時

間を直接管理することはできません。

そこで、船員職安法では、派遣元は、派遣先の

が把握した派遣船員の労働の状況を、派遣元責

任者が派遣先責任者から通知（船員職安法第86

条第３項）を受けることにより、把握・確認します。

その上で、派遣元の労務管理責任者は、派遣船

員の労働の状況を、労務管理記録簿に記載しま

す（法第67条第１項、船員職安法第89条第１項）。

○ 労働時間の通知の頻度

派遣元における派遣船員の労務管理記録簿に

よる労働時間等の管理については、原則として通

常の船員と同様ですが、その頻度については、派

遣先と派遣元の間の通知として行うことから、月に

１回以上、一定の期日を定めて実施すれば足りま

す（船員職安法第86条第３項、船員職安法規則第

41条第５項）。

これは、原則として、短期間における長時間労働

等による船員の心身への負荷については、派遣

先において対処し、派遣元においては、中長期的

な船員の心身への負荷について対処することが想

定されているためです。

○ 派遣船員の労務管理記録簿の実務的取扱い

派遣先管理台帳、派遣元管理台帳や派遣元の

労務管理記録簿については、例えば、派遣先にお

ける労務管理記録簿の写しを綴じるなどすれば足

り、逐一、別様式に転記する必要はありません。

（1） 派遣元における労働時間等の確認・把握と管理

３．派遣元における労務管理等

ア 派遣元事業主における派遣船員の労働時間等の確認・把握及び管理

(ｱ) 派遣元事業主は、派遣先責任者及び派遣元責任者を介し、派遣先の船舶所有者から派遣船員の
労働の状況について通知（船員職安法第86条第３項）を受けることを通じて、当該派遣船員の労
働時間の状況を把握・確認し、当該把握した労働時間等に関する事項を労務管理記録簿に記載す
る（法第67条第１項、船員職安法第89条第１項）。
なお、派遣元事業主における派遣船員の労務管理記録簿による労働時間等の管理については、

原則として通常の船員と同様であるが、その頻度については、派遣先の船舶所有者と派遣元事業
主間における通知として行うことから、月に１回以上、一定の期日を定めて実施する（船員職安
法第86条第３項、船員職安法規則第41条第５項）。

【労務管理適正化ガイドライン５（2）［P15］】
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○ 派遣元による労働時間の状況の把握

派遣船員は派遣先の指揮命令下で就労するこ

とから、派遣元は、派遣先の船舶における派遣船

員の労働時間の状況の把握義務を直接的には

負っていません（船員職安法第89条第５項）。

しかし、派遣元は、派遣船員の労務管理記録簿

の作成・備置義務（法第67条第1項、船員職安法

第89条第１項）や労務管理上の措置の実施義務

（法第67条の２第３項、船員職安法第89条第２

項）を負っていることから、派遣先を通じて、派遣

船員の労働時間を把握する必要はあります。

○ 適正な派遣就労を確保するための措置

派遣元は、直接の労働時間把握義務は負って

いませんが、左のとおり、派遣船員の労働時間を

把握する必要があります。

さらに、船員法に違反する派遣先への船員派遣

は禁止されていることから（船員職安法第89条第

７項）、派遣元は、派遣先において労働時間規制

等の違反のおそれがある場合には、必要な調査

等を実施するなど、適正な派遣就労を確保するた

めの措置を講じなければなりません（船員職安法

第70条）。

(ｲ) 船員職安法第89条第5項に規定する船員派遣における法第67条第３項の適用の特例では、派遣
先の船舶所有者のみを派遣船員を使用する船舶所有者とみなしていることから、派遣元事業主
は派遣先の船舶において派遣役務を提供する派遣船員の労働時間の状況の把握義務を直接的に
は負っていない。しかしながら、派遣元事業主は、船員法に違反する派遣先船舶所有者への船
員派遣を禁止されていることから（船員職安法第89条第７項）、派遣先の船舶所有者において
労働時間規制等の違反のおそれがある場合には、派遣先の船舶所有者に対して必要な調査等を
実施するなどの適正な派遣就労を確保するための措置を講じなければならない（船員職安法第
70条）。

【労務管理適正化ガイドライン５（2）ア［P15］】
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○ 派遣元による労務管理上の措置

派遣船員は派遣先の指揮命令下で就労すること

から、派遣元は、派遣先の船舶において派遣役務

を提供する派遣船員の労働時間の状況の把握義

務を直接的には負っていません（船員職安法第89

条第５項）。

しかし、派遣元は、派遣船員と雇入契約を締結

する使用者であることから、当該派遣船員に対し、

労務管理上の措置を講ずる必要があります。

○ 派遣元の労務管理責任者の意見

派遣元が選任した労務管理責任者は、派遣船員

の労働時間、作業による心身への負荷その他の

派遣船員の状況に鑑み、労働時間の短縮、休日

又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更、勤務

時間の変更、作業の転換、乗下船時期の調整、研

修の実施その他の適切な措置（労務管理上の措

置）を講ずる必要があるときは、派遣元事業主に

対してその旨の意見を述べなければなりません。

通常の労務管理上の措置に関する意見の場合

と同様ですが、当該意見に当たっては、派遣船員

が派遣先で就労していることを踏まえて、必要に

応じて、当該派遣船員との面談を実施し、更に、派

遣先に派遣船員の就労状況を確認する等の措置

を講じて、派遣船員の労働の状況を確認する必要

があります（P65~68参照）。

○ 派遣元が講ずべき労務管理上の措置

派遣元事業主は、労務管理責任者の意見を勘

案し、その必要があると認めるときは、労務管理上

の措置を講じなければなりません（法第67条の２

第３項、規則第45条の３第２項）。当該措置は、通

常の船舶所有者によるものと同様です（P65~68参

照）。

ただし、派遣元が措置を講ずるに当たって、派遣

契約が前提となるものであることから、必要に応じ

て派遣先との協議を行う必要があります。

仮に協議によっても派遣先において必要な措置

を講ずることができない場合や、措置を講ずる必

要がある状況が改善されない場合には、派遣元は、

必要に応じて派遣船員の交代や派遣契約の解除

等の適正な派遣就労を確保するための措置を講

じなければなりません（船員職安法第70条）。

すなわち、派遣元は、船員法に違反する派遣先

への船員派遣を禁止されていることを踏まえ（船員

職安法第89条第７項）、派遣先において労働時間

規制等の違反状態が改善がなされない場合には、

派遣契約を解除するなどの強い措置を講ずる必

要がある場合があります。

このように労務管理上の措置を講ずるに当たっ

て、派遣先との協議等が必要となることから、派遣

元は、日頃から派遣先と連絡・調整を行う体制を

構築する必要があります。

（2） 派遣元が労務管理上の措置を講ずる義務等

イ 派遣元事業主の派遣船員に対して労務管理上の措置を講ずる義務等

(ｱ) 派遣元事業主が選任した労務管理責任者は、派遣船員について、当該派遣船員の労働時間、作
業による心身への負荷その他の派遣船員の状況に鑑み、労働時間の短縮、休日又は有給休暇の付
与、乗り組む船舶の変更、勤務時間の変更、作業の転換、乗下船時期の調整、研修の実施その他
の適切な措置（労務管理上の措置）を講ずる必要があるときは、派遣元事業主に対してその旨の
意見を述べなければならない（法第67条の２第２項、規則第45条の３第２項）。
また、派遣元の労務管理責任者は、派遣船員の状況を確認するために、必要に応じて当該派遣

船員との面談や派遣先の船舶所有者への派遣船員の就労状況の確認等の措置を講ずる必要がある
（法第67条の２第１項、規則第45条の３第２項）。

(ｲ) 派遣元事業主は、派遣元の労務管理責任者の上記(ｱ)の意見を勘案し、その必要があると認める
ときは、労務管理上の措置を講じなければならない（法第67条の２第３項、規則第45条の３第２
項）。
派遣元事業主が当該労務管理上の措置を講ずるに当たっては、必要に応じて派遣先の船舶所有

者との協議を行うとともに、仮に当該協議によっても派遣先の船舶所有者においてに必要な措置
を講ずることができない場合や当該措置を講ずる必要がある状況が改善されない場合には、派遣
元事業主は、必要に応じて派遣船員の交代や派遣契約の解除等の適正な派遣就労を確保するため
の措置を講じなければならない（船員職安法第70条）。

(ｳ) 派遣元事業主は、派遣先の船舶所有者と連絡・調整を行う体制を適切に構築する必要がある。
【労務管理適正化ガイドライン５（2）ア［P16］】
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① 時間外労働に関する労使協定書作成要領
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② 休息時間の分割（回数増加）に関する労使協定書作成要領
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③ 休息時間の分割（最長時間短縮）に関する労使協定書作成要領
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④ 補償休日の労働に関する労使協定書作成要領
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⑤ お問合せ先

名称

連絡先
開庁時間
（平日のみ）

TEL FAX
E-mail又はオン
ライン問合せ先

国土交通省 海事局 船員政策課
03-5253-

8647

03-5253-

1643

hqt-

senin@mlit.go.j

p

9:30～12:00、
13:00～18:15

北海道運輸
局

海上安全
環境部

船員労働環
境・海技資
格課

011-290-

2772

011-290-

1022

hkt-kaigi-

shikakuka@mlit

.go.jp

8:30～12:00、
13:00～17:15

東北運輸局
海上安全
環境部

船員労働環
境・海技資
格課

022-791-

7524

022-299-

8884

tht-seninhou-

houkoku2021@

gxb.mlit.go.jp

8:30～12:00、
13:00～17:15

関東運輸局
海上安全
環境部

船員労働環
境・海技資
格課

045-211-

7232

045-201-

8794
－

9:00～12:00、
13:00～17:00

北陸信越運
輸局

海事部
船員労働環
境・海技資
格課

025-285-

9159

025-285-

9177

hrt-kaiji-

kaigishikaku@g

xb.mlit.go.jp

8:30～12:00、
13:00～17:15

中部運輸局
海上安全
環境部

船員労働環
境・海技資
格課

052-952-

8027

052-952-

8054

cbt-senin-

hatarakikata@g

xb.mlit.go.jp

9:00～12:00、
13:00～17:45

近畿運輸局
海上安全
環境部

船員労働環
境・海技資
格課

06-6949-

6434

06-6949-

5203

kkt-

senin@mlit.go.j

p

9:00～12:00、
13:00～17:45

神戸運輸監
理部

海上安全
環境部

船員労働環
境・海技資
格課

078-321-

7053

078-321-

7028

kbm-

seninrodo@gxb

.mlit.go.jp

8:30～12:00、
13:00～17:15

中国運輸局
海上安全
環境部

船員労働環
境・海技資
格課

082-228-

8707

082-228-

3468

cgt-kaian-

shikaku@gxb.m

lit.go.jp

8:30～12:00、
13:00～17:45

四国運輸局
海上安全
環境部

船員労働環
境・海技資
格課

087-802-

6831

087-802-

6835

https://www1.ml

it.go.jp/cgi-bin-

tb/form.cgi?for

m.template=sik

oku_form.html

8:30～12:00、
13:00～17:15

九州運輸局
海上安全
環境部

船員労働環
境課

092-472-

3175

092-472-

3304

qst-kaian-

seninrodo@gxb

.mlit.go.jp

8:30～12:00、
13:00～17:15

沖縄総合事
務局

運輸部 船舶船員課
098-866-

1838

098-866-

2236

senintoukei.a9s

@ogb.cao.go.jp
8:30～12:00、
13:00～17:15

mailto:hqt-senin@mlit.go.jp
mailto:hkt-kaigi-shikakuka@mlit.go.jp
mailto:tht-seninhou-houkoku2021@gxb.mlit.go.jp
mailto:hrt-kaiji-kaigishikaku@gxb.mlit.go.jp
mailto:cbt-senin-hatarakikata@gxb.mlit.go.jp
mailto:kkt-senin@mlit.go.jp
mailto:kbm-seninrodo@gxb.mlit.go.jp
mailto:cgt-kaian-shikaku@gxb.mlit.go.jp
https://www1.mlit.go.jp/cgi-bin-tb/form.cgi?form.template=sikoku_form.html
mailto:qst-kaian-seninrodo@gxb.mlit.go.jp
mailto:senintoukei.a9s@ogb.cao.go.jp
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